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令和２年第２回定例会

　・このようなことが決まりました…Ｐ２～５

　・一般質問……………………………Ｐ６～１０

　・常任委員会………………………………Ｐ１１

　・議会のうごき……………………………Ｐ１２

写真：ふたば幼稚園　乗馬体験 ～ 田人ホースクラブ ～
『お馬さんに乗ったよ！』

主　な　内　容



事　業　名 繰　越　額

一　

般　

会　

計

中野地区復興産業拠点整備事業業務委託料 １，３７４円

双葉駅西地区住宅団地等整備事業業務委託料
（第一地区分） １，５８９円

産業交流センター整備事業 １３１，５２０円

ＩＲＵ光ファイバーケーブル移設事業 ６００，０００円

太陽光発電設備設置事業 １８２，７２０，０００円

産業交流センター備品購入 ４４，９０１，０００円

中田・観音堂線改良事業 ２０５，８４９，７６０円

常磐自動車道追加インターチェンジ整備事業 ３５，９１１，０００円

津波ハザードマップ作成事業 ５，０００，０００円

公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計　
　
　

双葉駅西側第一地区下水道施設整備事業 ３００円

汚水処理施設基本設計・実施設計業務 ３３，０００，０００円

双葉１号汚水幹線建設工事 ４５，１２０，０００円

道路橋梁整備に伴う下水道施設支障物件移設工事 ８２，８２０，０００円

　

令
和
２
年
第
２
回
議
会
定

例
会
は
、
６
月
16
日
と
17
日

の
２
日
間
の
日
程
で
開
か
れ

ま
し
た
。

　

条
例
の
一
部
改
正
、
補
正

予
算
な
ど
が
提
出
さ
れ
、
い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

令和元年度繰越予算の報告令和元年度繰越予算の報告令和元年度繰越予算の報告

＜令和２年　第２回定例会の様子＞
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第２回
定　例　会
６月１６日・１７日

●  勤怠管理システム保守業務委託料……………………
●  特別定額給付金給付事業等業務委託料……………
●  特別定額給付金……………………………………
●  子育て世帯への臨時特別給付金………………………
●  テレワーク環境構築業務委託料……………………
●  空間除菌機器購入費…………………………………
●  マスク等購入費………………………………………

１，７７４，０００円
１２，０００，０００円
６００，０００，０００円
６，６１０，０００円
１２，２３６，０００円
１９，８００，０００円
３，９９９，０００円

～  追加補正  ～

●  条例の一部改正  ●

　行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴う改正
双葉町固定資産評価審査委員会条例の一部改正●

　新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影
響の緩和を図るための特例措置を整備するための改正

双葉町税条例の一部改正●

　令和２年度双葉町国民健康保険税の課税額算定に伴い、医療給付費分、後期高齢者
支援金分、介護納付金分それぞれの税率を改正するための改正

双葉町国民健康保険税条例の一部改正●

　新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対し、傷病手当金を支給できるよ
うにする改正

双葉町国民健康保険条例の一部改正●

　低所得者に係る令和２年度の第一号被保険者の保険料率を減額するための改正
双葉町介護保険条例の一部改正●

【 主な補正予算 】
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議会の定例会は、年４回（３月・６月・９月・１２月）開催されます。

☎０２４６－８４－５２００（代表）

件　　　名 議決結果

（専決）双葉１号汚水幹線建設工事（１工区）請負契約の一部変更について 報　　 告

令和元年度双葉町一般会計継続費逓次繰越しの報告について 報　　 告

令和元年度双葉町公共下水道事業特別会計継続費逓次繰越しの報告について 報　　 告

令和元年度双葉町一般会計繰越明許費繰越しの報告について 報　　 告

令和元年度双葉町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越しの報告について 報　　 告

双葉町の国民の保護に関する計画の変更について 報　　 告

（専決）令和元年度双葉町一般会計補正予算（第８号） 承　　 認

（専決）令和元年度双葉町介護保険特別会計補正予算（第５号） 承　　 認

（専決）双葉町税条例の一部改正について 承　　 認

（専決）双葉町国民健康保険税条例の一部改正について 承　　 認

（専決）双葉町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 承　　 認

（専決）令和２年度双葉町一般会計補正予算（第１号） 承　　 認

（専決）双葉町産業交流センター建築工事請負契約の一部変更について 承　　 認

双葉町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 原案可決

双葉町税条例の一部改正について 原案可決

双葉町国民健康保険税条例の一部改正について 原案可決

双葉町国民健康保険条例の一部改正について 原案可決

双葉町介護保険条例の一部改正について 原案可決

令和２年度双葉町一般会計補正予算（第２号） 原案可決

令和２年度双葉町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決

令和２年度双葉町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

　傍聴もできますので、お気軽にお越しください。
　開会日が決まると、日程や開催場所などホームページでお知らせしますが、問い合わせ等
ございましたら、議会事務局（双葉町役場いわき事務所）までご連絡ください。
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「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と被災児童生徒の
十分な就学支援を求める意見書

　東日本大震災から９年が経過しました。東日本大震災で被災をし、経済的理由により就学等
が困難な子どもを対象に、「被災児童生徒就学支援等事業」が全額国庫負担の単年度の交付金
事業として計上され、３０億円が予算化されています。
　この事業を通して、幼稚園児等の就園支援、小中学生に対する学用品等の援助や通学支援、
高校生に対する奨学金支援、特別支援学校等に在籍する児童生徒への就学奨励、私立学校及び
専修学校・各種学校の授業料減免などが実施されています。被災した子どもたちには、学校で
学ぶための極めて有効な支援事業として機能しています。
　令和元年１２月２０日、『「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針』
が閣議決定され、復興・創生期間後（令和３年度以降）における方針が定められました。その
中で「令和２年度夏頃を目途に、復興・創生期間後の当面５年間の復旧・復興事業の実施に必
要な事業規模及び財源を示すこととする」とされ、東日本大震災復興特別会計の継続が示され
ました。子どもの就学支援についても「支援の必要な子どもの状況等、事業の進捗に応じた支
援を継続する」としています。
　本事業の対象は全国各地に避難している子どもたちです。福島県では、令和２年３月時点で
８千人以上（自主避難を除く）もの子どもたちが県内外で避難生活を送っています。（福島県
こども・青少年政策課公表）。経済的な支援を必要とする子どもたちは多く、子どもたちの就学・
修学のためには、長期的な支援がなくてはなりません。学校現場からも事業の継続を強く望む
声が届いています。
　福島の復興・再生に向けて手厚い支援が実施されていますが、引き続き「被災児童生徒就学
支援等事業」による就学支援は必要です。しかし、事業に係る予算措置は単年度のため、今後
本事業が終了もしくは規模が縮小することとなれば、自治体負担となり、被災児童生徒の就学
支援に格差が生じることも危惧されます。令和３年度においても本事業を継続し、必要な財政
措置を行い、被災した子どもたちに継続した就学支援を実施できるようにする必要があります。

１．東日本大震災によって経済的に困窮している家庭の子どもたちの就学・修学を保障
するため、令和３年度においても、全額国庫で支援する「被災児童生徒就学支援等
事業」の継続と、十分な就学支援に必要な予算確保を行うこと。

福 島 県 双 葉 町 議 会

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和２年６月１７日

　このような理由から、下記の事項の実現について強く要望します。

（提出先）復興大臣、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣
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【一般質問とは】

議 員 ４ 名 が 質 問 一般質問

　議員が町の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況及び将来に対する
方針等について所信をただすものです。

新型コロナ支援策について
帰還困難区域解除の町民に対する損害賠
償について

議員羽 山 君 子
●

●

双葉町の財政について
双葉町の復興について
補償賠償について

議員菅 野 博 紀
●

●

●

新型コロナウイルス感染対策について
テレワークの現状と利用拡大について
産業交流センターの今後の利活用促進に
ついて

議員尾 形 彰 宏
●

●

●

新型コロナウイルスへの対策について 
立入規制緩和による影響について 
避難指示解除時の医療について
国際教育研究拠点について

議員高 萩 文 孝
●

●

●

●
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町では特別な支援策を検討しているのか。

各世帯にマスクの配布を実施。今後、マスクや消毒液等の確
保をしていく。

問

答

【
質
問
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
支
援
策
と
し

て
他
自
治
体
で
は
様
々
な
支

援
策
が
報
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
町
で
は
特
別
な
支
援
策

を
検
討
し
て
い
る
か
伺
う
。

【
町
長
】

　

現
在
、
町
で
は
町
民
の
皆

さ
ん
へ
の
支
援
策
と
し
ま
し

て
は
、
国
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
対
策
に

基
づ
く
一
人
10
万
円
を
支
給

す
る
「
特
別
定
額
給
付
金
事

業
」、
児
童
手
当
支
給
対
象

児
童
一
人
に
つ
き
１
万
円
を

支
給
す
る
「
子
育
て
世
帯
へ

の
臨
時
特
別
給
付
金
事
業
」

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
双
葉
町
独
自

の
取
組
み
と
し
て
は
、
４
月

と
５
月
に
広
報
ふ
た
ば
等
の

送
付
世
帯
を
対
象
に
各
世
帯

へ
マ
ス
ク
の
配
布
を
行
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
の
対
策
と
し
ま
し
て

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
第
二
波
の
発
生
等

の
リ
ス
ク
も
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
マ
ス
ク
や
消
毒
液

等
の
確
保
（
補
充
）
を
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

質　

問

羽
山
君
子
議
員

町　

長

す
。
ま
た
、
そ
の
他
の
特
別

な
支
援
策
に
つ
い
て
は
、
感

染
の
拡
大
状
況
や
、
今
後
の

国
や
県
の
取
組
み
、
近
隣
自

治
体
の
動
向
等
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
検
討
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

【
質
問
】

　

帰
還
困
難
区
域
に
指
定
さ

れ
丸
９
年
が
過
ぎ
、
先
の
見

通
し
が
示
さ
れ
な
い
中
で
賠

償
終
了
と
さ
れ
て
い
る
が
、

収
入
の
少
な
い
町
民
に
対

し
、
町
の
考
え
を
伺
う
。

【
町
長
】

　

町
と
し
ま
し
て
は
、
町
域

の
大
部
分
が
帰
還
困
難
区
域

に
指
定
さ
れ
た
ま
ま
解
除
に

至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

被
害
実
態
に
即
し
た
賠
償
等

質　

問

町　

長

が
確
実
に
行
わ
れ
、
生
活
再

建
等
を
確
実
に
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、さ
ら
に
は
、

町
の
特
殊
な
事
情
を
十
分
に

認
識
し
、
町
の
被
害
実
態
に

即
し
た
賠
償
の
実
施
を
国
や

東
京
電
力
に
対
し
、
申
し
入

れ
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
避
難
さ
れ
て
い
る

町
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
の
支

援
、
維
持
の
た
め
、
生
活
サ

ポ
ー
ト
補
助
金
の
支
給
や
災

害
援
護
特
別
資
金
の
貸
付
、

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の

支
給
な
ど
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

な
お
、
長
期
化
す
る
避
難

生
活
に
お
い
て
は
、
国
、
県
、

当
町
を
含
む
関
係
市
町
村
で

構
成
す
る
生
活
再
建
課
題
連

絡
会
議
や
生
活
再
建
調
整
会

議
に
よ
り
、
生
活
再
建
に
向

け
た
課
題
の
共
有
を
図
っ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
避
難
者
を
取
り

巻
く
課
題
は
個
別
化
、
複
雑

化
し
て
お
り
、
全
国
各
地
に

避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
当
町
の
町
民
の
生
活
再
建

に
向
け
、
し
っ
か
り
と
取
り

組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

新 型 コ ロ ナ 支 援 策新 型 コ ロ ナ 支 援 策新 型 コ ロ ナ 支 援 策新 型 コ ロ ナ 支 援 策

賠
償
問
題

【 新しい生活様式（主なもの）】新型コロナウイルス感染症対策

＜配布されたマスク＞

（7） 第 132 号令和２年９月発行



困
難
区
域
に
指
定
さ
れ
た
ま

ま
解
除
に
至
っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
被
害
が
継
続

し
て
い
る
と
認
識
し
て
お
り

ま
す
。

　

議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
、

要
望
・
要
請
を
す
れ
ば
何
も

結
果
が
出
な
く
て
も
い
い
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

被
害
者
一
人
一
人
の
被
害

実
態
に
即
し
た
賠
償
等
が
行

わ
れ
、
生
活
再
建
等
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
さ

ら
に
は
、
町
の
特
殊
な
事
情

を
十
分
に
認
識
し
、
町
の
被

害
実
態
に
即
し
た
賠
償
の
実

施
を
国
や
東
京
電
力
に
対
し

粘
り
強
く
求
め
続
け
て
ま
い

り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
と
も
、
町
の

復
興
と
と
も
に
町
民
の
皆
さ

ん
の
生
活
再
建
支
援
の
充
実

を
最
優
先
課
題
に
取
り
組
ん

で
ま
い
る
考
え
で
あ
り
ま
す
。

　

現
在
の
町
の
財
政
は
交
付

金
に
頼
り
き
り
だ
が
、今
後
、

交
付
金
が
減
っ
て
い
く
こ
と

を
想
定
し
た
町
政
運
営
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
考
え
て
い
る

の
か
伺
う
。

　

双
葉
町
の
復
興
に
向
け
て

整
備
を
進
め
て
い
る
中
野
地

区
復
興
産
業
拠
点
や
双
葉
駅

西
側
生
活
拠
点
な
ど
の
復
興

事
業
に
つ
い
て
は
、
国
の
福

島
再
生
加
速
化
交
付
金
な
ど

を
財
源
に
事
業
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

国
の
復
興
・
創
生
期
間
が

今
年
度
で
終
了
し
、
来
年
度

以
降
の
町
の
復
旧
・
復
興
事

業
に
係
る
財
源
が
確
実
に
見

通
せ
な
い
中
に
あ
っ
て
、
今

後
交
付
金
な
ど
必
要
な
財
源

が
十
分
に
措
置
さ
れ
る
よ

う
、
町
と
し
て
は
ま
ず
、
関

係
機
関
へ
の
要
望
活
動
や
現

地
視
察
な
ど
を
通
じ
て
、
避

難
指
示
区
域
の
中
で
唯
一
全

町
避
難
と
な
っ
て
い
る
自
治

体
で
あ
る
当
町
の
特
殊
性
を

粘
り
強
く
訴
え
続
け
る
こ
と

に
よ
り
、
将
来
的
な
財
源
確

保
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た

地
や
店
舗
出
店
等
を
通
じ
、

町
内
外
を
問
わ
ず
幅
広
い

方
々
に
新
た
な
ま
ち
づ
く
り

に
参
画
し
て
も
ら
う
こ
と
を

目
的
に
整
備
し
て
い
る
も
の

で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
目
的
に
照
ら

し
、
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の

店
舗
や
、
中
野
地
区
復
興
産

業
拠
点
の
用
地
に
つ
い
て

は
、
震
災
当
時
の
町
内
事
業

者
と
、
い
わ
ゆ
る
町
外
事
業

者
と
の
間
に
、
条
件
の
違
い

は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。　

　

た
だ
し
、
貸
事
務
所
に
つ

い
て
は
、
大
手
企
業
で
は
な

い
中
小
事
業
者
に
つ
い
て
、

事
業
拡
大
を
支
援
す
る
た
め

減
免
等
の
措
置
を
設
け
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
震
災
当
時
の

町
内
事
業
者
に
つ
い
て
は
特

に
、
町
内
で
の
事
業
再
開
を

よ
り
一
層
促
す
べ
く
、
さ
ら

な
る
減
免
を
行
う
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、

今
後
も
引
き
続
き
、
皆
さ
ん

の
状
況
や
ご
不
安
を
よ
く
お

伺
い
し
な
が
ら
、
共
に
復
興

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
今
後
、
事
務
事

業
の
効
率
化
を
図
り
な
が

ら
、
町
自
ら
も
自
主
財
源
の

確
保
に
繋
が
る
よ
う
な
魅
力

あ
る
復
興
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
と
と
も
に
、
既
設
の
特

定
目
的
基
金
等
の
有
効
的
な

活
用
策
等
も
検
討
し
て
い
く

な
ど
、
安
定
的
な
町
政
運
営

に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
に
入

所
す
る
町
内
・
町
外
出
店
者

に
つ
い
て
、
出
店
条
件
に
違

い
が
あ
る
の
か
、
ま
た
産
業

用
地
に
つ
い
て
も
補
助
等
の

条
件
に
違
い
が
あ
る
の
か
伺

い
ま
す
。

　

前
提
と
し
て
、
中
野
地
区

復
興
産
業
拠
点
や
産
業
交
流

セ
ン
タ
ー
は
、
町
内
事
業
者

が
町
内
に
お
け
る
事
業
再
開

や
新
規
投
資
を
行
い
や
す
い

環
境
を
整
え
る
と
と
も
に
、

町
の
復
興
の
た
め
、
企
業
立

　

双
葉
町
民
の
補
償
や
賠
償

に
つ
い
て
、
要
望
・
要
請
を

す
れ
ば
結
果
が
出
な
く
て
も

よ
い
の
か
伺
い
ま
す
。

　

ま
た
町
の
復
興
よ
り
も
町

民
を
守
る
こ
と
を
先
に
す
べ

き
と
思
い
ま
す
が
、
町
長
の

考
え
を
伺
い
ま
す
。

　

町
と
し
ま
し
て
は
、
事
故

か
ら
９
年
が
経
過
し
て
も
な

お
、
町
域
の
大
部
分
が
帰
還

質　

問

質　

問

町　

長

町　

長

今後、交付金が減っていくことを想定した町政運営は。

自主財源の確保につながるような魅力ある復興まちづくりを
進めるとともに特定目的基金等の活用策を検討する。

問

答

菅
野
博
紀
議
員

双 葉 町 の 財 政双 葉 町 の 財 政双 葉 町 の 財 政双 葉 町 の 財 政

補
償
賠
償

町
の
復
興

質　

問

町　

長

＜中野地区復興産業拠点＞
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ＩＣＴ利活用を役場職員のテレワーク等に活かす考
えはあるか。
テレワークやテレビ会議について試行的な運用を検討。

問

答

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
は
教
育
分

野
の
み
な
ら
ず
、
役
場
職
員

の
テ
レ
ワ
ー
ク
、
テ
レ
ビ
会

議
な
ど
に
応
用
す
る
こ
と
も

必
要
と
考
え
る
が
、
町
長
の

考
え
を
伺
い
ま
す
。

　

テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進
に
つ

い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的

対
処
方
針
に
も
引
き
続
き
感

染
防
止
の
た
め
の
取
組
み
と

し
て
、
在
宅
勤
務
な
ど
の
テ

レ
ワ
ー
ク
、
時
差
出
勤
等
、

人
と
の
接
触
を
低
減
す
る
取

組
み
を
自
ら
進
め
る
よ
う
示

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

議
員
お
質
し
の
と
お
り
、

当
町
に
お
け
る
テ
レ
ワ
ー
ク

や
テ
レ
ビ
会
議
の
導
入
は
、

来
庁
さ
れ
る
町
民
の
皆
さ
ん

へ
の
感
染
を
防
ぐ
た
め
に
も

大
変
重
要
な
取
組
み
で
あ
る

と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
取
組
み
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
の
み
な
ら
ず
、
地
震
や

豪
雨
等
の
災
害
発
生
時
の
業

務
継
続
に
も
資
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
こ
と
や
、
女
性

や
高
齢
者
を
含
む
多
様
な
人

質　

問

尾
形
彰
宏
議
員

町　

長

材
の
社
会
参
加
な
ど
働
き
方

改
革
に
も
寄
与
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

当
町
に
お
き
ま
し
て
も
、

ま
ず
は
、
感
染
拡
大
防
止
を

最
優
先
事
項
と
し
た
在
宅
で

の
テ
レ
ワ
ー
ク
や
、
分
散
勤

務
す
る
各
支
所
間
及
び
テ
レ

ワ
ー
ク
実
施
者
と
の
テ
レ
ビ

会
議
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ

け
早
急
に
取
り
組
め
る
よ
う

シ
ス
テ
ム
構
築
を
行
い
、
試

行
的
に
運
用
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
詳

細
な
利
用
案
内
は
い
つ
ご
ろ

に
な
る
の
か
、
会
議
室
の
一
般

利
用
は
可
能
か
な
ど
今
後
の

利
活
用
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、

町
民
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、

中
野
地
区
復
興
産
業
拠
点
へ

の
立
地
企
業
、
復
興
祈
念
公

園
等
へ
の
来
訪
者
な
ど
に
ご

利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
な
施

設
で
あ
り
、
利
用
案
内
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
広
報
誌
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
活
用
し

て
周
知
を
図
っ
て
ま
い
り
ま

す
。

　

会
議
室
は
申
請
に
よ
り
一

般
利
用
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
隣
接
す
る
東
日
本

大
震
災
・
原
子
力
災
害
伝
承

館
や
復
興
祈
念
公
園
を
管
理

す
る
県
と
も
連
携
を
図
り
、

将
来
的
に
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
再
生
・
構
築
を
図
り
、

町
民
の
皆
さ
ん
や
来
訪
者
、

就
労
者
の
方
々
を
つ
な
ぐ
地

域
の
交
流
拠
点
と
し
て
利
活

用
を
促
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

テ レ ワ ー ク の 現 状 と 利 用 拡 大テ レ ワ ー ク の 現 状 と 利 用 拡 大テ レ ワ ー ク の 現 状 と 利 用 拡 大テ レ ワ ー ク の 現 状 と 利 用 拡 大

人
、
双
葉
町
民
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
の
陽
性
者
発
生
の
情
報
は

町
へ
は
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
６
月
１
日
に
は
、

「
福
島
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
」

の
改
定
等
を
踏
ま
え
、
今
後

の
町
と
し
て
の
考
え
方
（
方

針
）
を
協
議
し
、
決
定
し
た

と
こ
ろ
で
す
。

　
「
緊
急
事
態
宣
言
」
の
解

除
は
、
安
全
宣
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
に
は
、

今
後
と
も
長
期
的
な
対
策
が

必
要
で
あ
り
ま
す
。
町
と
し

ま
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
は
一
定
期

間
継
続
し
て
い
く
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、「
３
つ
の
密
の
回

避
」
や
「
人
と
人
と
の
距
離

の
確
保
」「
マ
ス
ク
の
着
用
」

「
手
洗
い
な
ど
の
手
指
衛
生
」

な
ど
、
感
染
拡
大
を
予
防
す

る
た
め
の
「
新
し
い
生
活
様

式
」
の
実
践
に
町
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
く
と
と
も
に
、

広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

を
通
じ
て
、
呼
び
か
け
て
い

く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

双
葉
町
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策

の
現
状
、
実
績
、
今
後
の
方

針
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
町
の
取
組
み

で
す
が
、
３
月
２
日
の
庁
議

で
「
双
葉
町
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
本
方

針
」
を
決
定
し
、
世
帯
へ
の

マ
ス
ク
の
配
布
を
は
じ
め
、

い
わ
き
事
務
所
等
で
の
来
庁

者
の
検
温
業
務
、
窓
口
へ
の

飛
沫
感
染
防
止
ビ
ニ
ー
ル

カ
ー
テ
ン
の
設
置
、
ま
た
、

「
不
要
不
急
の
外
出
」
や
密

閉
・
密
集
・
密
接
の
「
３
つ

の
密
」
を
避
け
る
こ
と
」
等

の
感
染
予
防
等
に
つ
い
て
、

広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

を
通
し
て
、
町
民
の
皆
さ
ん

へ
協
力
要
請
な
ど
を
行
っ
て

き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

６
月
13
日
現
在
、
こ
れ
ま

で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
数
は
、全
国
で
１
８
，

１
１
５
人
、
福
島
県
で
81

産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

質　

問

町　

長

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
対
策

質　

問

町　

長
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高
萩
文
孝
議
員

避難指示解除時の医療体制の確保について具体的に
伺う。
特定復興再生拠点区域内に診療施設を整備していきたい。

問

答

避 難 指 示 解 除 時 の 医 療 体 制避 難 指 示 解 除 時 の 医 療 体 制避 難 指 示 解 除 時 の 医 療 体 制避 難 指 示 解 除 時 の 医 療 体 制

　

前
回
の
議
会
に
お
い
て
解

除
時
の
医
療
体
制
の
確
保
に

つ
い
て
答
弁
が
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
の
進
捗
等
に
つ
い
て

伺
う
。

　

診
療
施
設
の
整
備
に
当

た
っ
て
は
、
特
定
復
興
再
生

拠
点
内
を
考
え
て
お
り
、
現

在
、
課
題
等
に
つ
い
て
整
理

を
行
っ
て
お
り
、
今
後
、
関

係
機
関
と
の
本
格
的
な
調
整

を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
医
師
の
確
保
に
つ

き
ま
し
て
は
、
福
島
県
厚
生

農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
医

師
の
派
遣
に
つ
い
て
要
請
を

行
っ
て
お
り
、
前
向
き
に
検

討
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

　

医
療
体
制
の
整
備
に
当

た
っ
て
は
、
施
設
整
備
や
医

師
の
確
保
ば
か
り
で
な
く
、

運
営
体
制
や
長
期
的
な
財
政

面
な
ど
整
理
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
多
く

あ
り
ま
す
が
、
一
つ
ひ
と
つ

解
決
を
は
か
り
、
整
備
に
向

け
取
組
み
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

質　

問

町　

長

　

緊
急
事
態
宣
言
は
解
除
さ

れ
た
が
、第
２
波
到
来
な
ど
、

感
染
拡
大
か
ら
町
民
を
守
る

た
め
の
対
策
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

　

今
後
の
対
策
に
つ
き
ま
し

て
は
、
マ
ス
ク
や
消
毒
液
等

の
確
保
（
補
充
）
に
加
え
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

の
確
保
や
参
加
者
の
検
温
等

に
使
用
す
る
非
接
触
式
体
温

計
の
確
保
等
、
イ
ベ
ン
ト
等

開
催
時
に
お
け
る
感
染
予
防

対
策
を
徹
底
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
緊
急
事
態
宣
言
」

の
解
除
は
、
町
民
の
皆
さ
ん

を
は
じ
め
、
日
本
国
内
で
生

活
す
る
人
々
の
自
発
的
な
協

力
に
よ
り
、
感
染
拡
大
が
抑

制
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
感
染
拡
大

を
予
防
す
る
た
め
の
「
新
し

い
生
活
様
式
」
が
町
民
の
皆

さ
ん
の
生
活
に
定
着
す
る
よ

う
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

等
を
通
じ
て
、
呼
び
か
け
て

ま
い
り
ま
す
。

質　

問

町　

長

　

３
月
４
日
に
避
難
指
示
解

除
や
立
入
規
制
緩
和
が
実
現

し
た
が
、
復
興
に
向
け
た
効

果
に
つ
い
て
ど
う
受
け
止
め

た
か
。
ま
た
、
防
犯
・
防
火

上
の
現
状
に
つ
い
て
町
の
考

え
を
伺
い
ま
す
。

　

町
内
で
の
活
動
し
や
す
い

環
境
づ
く
り
が
、
産
業
交
流

セ
ン
タ
ー
や
県
の
東
日
本
大

震
災
・
原
子
力
災
害
伝
承
館

な
ど
へ
の
人
の
流
れ
を
作
り
、

交
流
人
口
が
増
え
る
こ
と
に

よ
る
相
乗
効
果
で
、
町
の
復

興
が
進
ん
で
い
く
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

防
犯
対
策
に
つ
い
て
は
、

特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
と

帰
還
困
難
区
域
の
境
に
、
新

た
な
バ
リ
ケ
ー
ド
を
設
置
し

た
う
え
で
、
帰
還
困
難
区
域

へ
の
立
入
制
限
や
町
内
で
の

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
業
務
も
24

時
間
体
制
で
実
施
し
て
お

り
、
加
え
て
車
番
認
証
装
置

を
幹
線
沿
い
に
８
ケ
所
、
防

犯
カ
メ
ラ
を
町
内
８
ケ
所
に

整
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

質　

問

町　

長

　

国
際
教
育
研
究
拠
点
の
町

へ
の
誘
致
に
つ
い
て
町
の
考

え
を
伺
い
ま
す
。

　

議
員
ご
指
摘
の
通
り
、
現

在
復
興
庁
を
中
心
に
、
国
際

教
育
研
究
拠
点
に
関
す
る
検

討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
承

知
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
、
立
地
地
域
の
選
定

が
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
双
葉
町
と
し
て

は
今
後
の
議
論
を
注
意
深
く

見
守
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
が
、
帰
還
困

難
区
域
が
広
く
存
在
し
、
住

民
の
帰
還
も
ま
ま
な
ら
な
い

厳
し
い
環
境
で
あ
り
、
か
つ

現
在
進
行
形
で
廃
炉
作
業
が

続
い
て
い
る
双
葉
地
方
こ

そ
、
立
地
に
ふ
さ
わ
し
い
と

考
え
て
お
り
、
国
際
教
育
研

究
拠
点
の
双
葉
地
方
へ
の
立

地
と
効
果
的
な
運
営
に
つ
い

て
、
双
葉
地
方
全
体
で
一
丸

と
な
っ
て
、
国
に
働
き
掛
け

て
ま
い
る
考
え
で
す
。

　

ま
た
、
特
定
復
興
再
生
拠

点
区
域
内
の
防
火
対
策
に
つ

い
て
は
、
現
在
、
双
葉
地
方

水
道
企
業
団
に
よ
る
上
水
道

の
復
旧
作
業
中
で
あ
り
、
消

火
栓
で
の
消
防
水
利
は
不
十

分
な
状
態
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
町
で
設
置
し
た
仮

設
防
火
水
槽
７
ケ
所
28
基
、

双
葉
地
方
広
域
市
町
村
圏
組

合
で
設
置
し
た
仮
設
防
火
水

槽
２
ケ
所
８
基
、
駅
前
広
場

内
に
地
上
置
型
の
貯
水
槽
１

基
を
設
置
し
、
消
防
水
利
の

確
保
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

　

町
の
消
防
団
に
つ
き
ま
し

て
も
、
昨
年
は
、
浪
江
消
防

署
員
の
指
導
の
も
と
、
放
水

訓
練
を
実
施
い
た
し
ま
し

た
。
消
防
団
は
地
域
消
防
の

「
か
な
め
」
で
あ
り
ま
す
の

で
、
町
の
帰
還
後
を
見
通
し

て
、
消
防
力
の
強
化
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

質　

問

町　

長
国
際
教
育

研
究
拠
点

立
入
規
制
緩
和

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

＜地上置型貯水槽＞

（10）第 132 号 令和２年９月発行



産業厚生常任委員会産業厚生常任委員会

総務教育常任委員会総務教育常任委員会

7月6日7月6日

7月16日7月16日

産業厚生常任委員会産業厚生常任委員会

総務教育常任委員会総務教育常任委員会

7月6日7月6日

7月16日7月16日

　長期にわたる避難生活の中で、慣れない土地での生活を送る町民の皆様
の健康を調査するため、下記のとおり産業厚生常任委員会を開き、担当課
である健康福祉課より説明を受けました。
　今後、調査結果をまとめ、第３回双葉町議会定例会にて報告をする予定
です。

　双葉町では令和４年春ごろを目標に特定復興再生拠点区域全域の避難指
示解除を目指していることから、双葉町地区公民館等の状況について調査
をするため、下記のとおり総務教育常任委員会を開き、担当課である教育
総務課より説明を受けました。
　今後、調査結果をまとめ、第３回双葉町議会定例会にて報告をする予定
です。

双葉町民の健康に関する調査

双葉町地区公民館等の調査

健康福祉課からの聞き取り調査

教育総務課からの聞き取り調査

◆町民健康診査の現状と健診後の対応、未受診者に対する対応
◆介護認定件数
◆新型コロナウイルス感染防止に関する現状と今後の対応

◆地区公民館の現状について
◆地区公民館の被害調査の進捗状況について
◆行政区長の意向確認結果について
◆地区公民館の除染計画について
◆地区公民館の今後の方針について

【調査事項】

【調査事項】

【調査方法】

【調査方法】

【説明内容】

【説明内容】
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６　

月

６　

月

９
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
議
会
全
員
協
議
会

16
日
〜
17
日　

令
和
２
年
第
２
回
定
例
会

７　

月

７　

月

１
日　

中
野
地
区
産
業
拠
点
企
業
立
地
協
定
締
結
式

２
日　

 

田
中
和
徳
復
興
大
臣　

双
葉
町
視
察
及
び
意
見

交
換
会

　

未
知
の
ウ
イ
ル
ス
が
猖し

ょ
う
け
つ獗
を
極
め
、
未
だ

終
息
の
見
通
し
が
つ
か
な
い
中
で
、
ご
不
安

の
毎
日
を
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

多
く
の
難
問
に
直
面
し
て
い
る
今
こ
そ
、

議
員
一
同
が
一
致
団
結
し
、
皆
様
と
共
に
平

安
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す
。

　

議
会
だ
よ
り
第
１
３
２
号
を
是
非
と
も
ご

一
読
く
だ
さ
い
。

【
編
集
委
員
会
】

尾
形　

彰
宏

委
員
長

高
萩　

文
孝

副
委
員
長

岩
本　

久
人

委　
　

員

石
田　
　

翼

委　
　

員

（
高
萩
）

８　

月

８　

月

21
日　

双
葉
地
方
水
道
企
業
団
議
会
定
例
会

27
日　

福
島
県
町
村
議
会
正
副
議
長
・
事
務
局
長
会
議

28
日　

双
葉
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会
定
例
会

議
会
の
う
ご
き

議
会
の
う
ご
き

編

記

後

集

◆ 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請新型コロナウイルス感染症対策に関する要請 ◆◆ 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請新型コロナウイルス感染症対策に関する要請 ◆

　新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大したことを受け、福島県町村議長会では
下記の通り要請を実施いたしました。

４月１４日 福島県関係国会議員 マスクや消毒薬の確保、検査体制の強化、事業者資
金繰り支援など

４月２８日 福島県知事 休業要請協力金の早期支給、医療供給体制の強化、
発熱外来の拠点整備

６月　９日 福島県関係国会議員 医療供給体制整備支援、地域経済対策、「新しい生
活様式」に向けた環境整備等

【 実施日 】 【 相手先 】 【 内　　容 】

＜田中復興大臣　双葉町内視察の様子＞

＜田中復興大臣へ要望書提出＞
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